
 

お知らせ 

 

  申請者各位 

 

令和３年１月 13 日 

経 済 産 業 省 

農 水 産 室 

 

特殊輸入割当て申請に係る変更点について 

（電子申請（NACCS）システムによる申請に限る） 

 

平素より、水産物輸入割当制度について御協力いただき、誠にありがとうございます。 

 令和３年１月 17日付けで電子申請（NACCS）システムが一部改修（※）されることに伴い、下

記のとおり NACCSによる特殊輸入割当て申請項目に変更がございます。 

 ※令和３年１月 17日の午前 2時 30分に NACCSシステムが一時停止し、同日午前 5時以降から

再度利用可能となります。 

 

記 

 

１月 17日午前 5時以降の申請については、「申請特殊事由コード」から「S1：特殊輸入割当」を、 

割当方式コード」から「0：割当方式の省略」を選択してください。（別紙１参照）。その他の申請

項目は従来のとおりです。 

なお、紙申請分の変更点はございません。 

 また、「関税率表番号」を記入いただく必要はありません（別紙２参照）。 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問合せ先＞ 

経済産業省 貿易経済協力局 

貿易管理部 農水産室 

農林畜産班 

TEL: 03-3501-0532 

FAX: 03-3501-6006 

 






